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CC．．考考察察  
    今回、都道府県のがん対策担当部署を対象に、

ピア・サポートに関する各県の取組みの状況をたず

ね、46都道府県より回答を得た。 

 

 都道府県がん対策推進計画でピア・サポー

トに関して目標を設置しているのは 31 都

道府県(66.0％)で、ロジックモデルをもと

にした数値目標を検討している都道府県は

13 都道府県(27.7%)であった。 

 都道府県がん診療連携協議会等で定期的に

ピア・サポートに関する検討が行われてい

るのは 24都道府県(51.1％)であった。また

ピア・サポーター養成研修会を開催したこ

とがあると回答した 34都道府県のうち、養

成研修の内容を拠点病院等と定期的に検討

する機会を設定しているのは 15 都道府県

(44.1％)であった。 

 がん診療連携拠点病院内の患者サロン同士

の連携や情報共有が定期的に行われている

のは 25都道府県(53.2％)であった。 

 ピア・サポーター養成研修会が定期的に開

催されているのは 27 都道府県(57.4％)で

あった。 

 ピア・サポーター養成研修会を開催したこ

とがあると回答した 34都道府県のうち、養

成したピア・サポーターを対象に登録制度

を取っているのは 24都道府県(70.6％)、ピ

ア・サポーター活動の調整を行っているの

は 19 都道府県(55.9％)であった。登録され

たピア・サポーターのマネジメントを担う

部署等が決まっているのは 20 都道府県

(58.9％)であった。 

 フォローアップ研修を定期的に開催してい

るのは 22都道府県(64.7％)、活動する都度

振り返りを行っている体制を整備している

のは 19都道府県(55.9％)であった。 

 

ピア・サポートの養成・活用には、行政と医療機関と

の密な連携のもとに、目標の設定と事業の遂行が求

められる。しかし、都道府県がん診療連携協議会等の

もとに、ピア・サポートの養成や継続研修、活用につ

いて定期的に検討する場をもつ都道府県は、第 4 期

がん対策推進基本計画の策定後でも全ての都道府県

には行き渡っていなかった。今後、その必要性を明確

にし、その地域のニーズに合った実施体制を組むこ

とが重要である。あわせて、ピア・サポートの活動を

推進するために、研修プログラムに沿った研修を実

施すると共に、その後の継続的な研修を行う教育体

制や研修修了者を活用するマネジメント体制につい

ても構築する必要がある。
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11..ピピアア・・ササポポーータターー養養成成研研修修会会  開開催催指指針針  
 

ピア・サポーター養成研修会の開催指針 

 

一般社団法人 日本サイコオンコロジー学会 

 

第１ 趣旨 

本指針は、がん対策基本法の基本理念に「がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすこ

とのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医

療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにす

るとともに、がん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むこ

とができる社会環境の整備が図られること。」が掲げられていることを踏まえ、自身もしく

は家族としてがんを体験し、ピア・サポーターを目指す者に対して実施するピア・サポータ

ー養成研修会（以下、研修会）に関する事項を定めたものである。研修会の質の確保を図り、

ピア・サポートに関する基本的な知識と技能の確保に資することを目的とするものである。 

なおこの指針は厚生労働省委託事業「がん総合相談に携わる者に対する研修事業（平成 30

年度～令和 5 年度）」の一環として作成されているため、この研修会を修了したピア・サポ

ーターが、がん診療連携拠点病院等の医療機関内で活動することを主な目的とし、相談員と

しての訓練が十分でなくても自分の体験を生かして行うピア・サポーターの養成を対象とし

た研修会の開催指針である。そのため、患者会などが主体になり地域等で活動を行うことを

想定した研修会や、相談員として利用者の幅広い相談への対応を行えるピア・サポーター（ピ

ア・スペシャリスト）を養成するための研修会の開催指針ではないことを留意されたい。 

 

第２ ピア・サポーター養成研修会の開催指針 

 

1 ピア・サポーター養成研修会の実施主体 

都道府県、当該都道府県内のがん診療連携拠点病院等や地域統括相談支援センター、がん

患者団体等の民間団体等が協力し実施すること。 

 

2 ピア・サポーター養成研修会を行う上で設置する者について 

次に掲げる者で構成される研修会実施担当者が、研修会の企画、運営、進行等を行うこと。 

 

①研修会主催責任者 １名以上 

※研修会を主催する責任者、修了書を発行する場合に主催者として記載される者 

※②との兼務も可 

50

Ⅶ．資料集



Ⅷ.資料集 

51 

11..ピピアア・・ササポポーータターー養養成成研研修修会会  開開催催指指針針  
 

ピア・サポーター養成研修会の開催指針 

 

一般社団法人 日本サイコオンコロジー学会 

 

第１ 趣旨 

本指針は、がん対策基本法の基本理念に「がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らすこ

とのできる社会の構築を目指し、がん患者が、その置かれている状況に応じ、適切ながん医

療のみならず、福祉的支援、教育的支援その他の必要な支援を受けることができるようにす

るとともに、がん患者に関する国民の理解が深められ、がん患者が円滑な社会生活を営むこ

とができる社会環境の整備が図られること。」が掲げられていることを踏まえ、自身もしく

は家族としてがんを体験し、ピア・サポーターを目指す者に対して実施するピア・サポータ

ー養成研修会（以下、研修会）に関する事項を定めたものである。研修会の質の確保を図り、

ピア・サポートに関する基本的な知識と技能の確保に資することを目的とするものである。 

なおこの指針は厚生労働省委託事業「がん総合相談に携わる者に対する研修事業（平成 30

年度～令和 5 年度）」の一環として作成されているため、この研修会を修了したピア・サポ

ーターが、がん診療連携拠点病院等の医療機関内で活動することを主な目的とし、相談員と

しての訓練が十分でなくても自分の体験を生かして行うピア・サポーターの養成を対象とし

た研修会の開催指針である。そのため、患者会などが主体になり地域等で活動を行うことを

想定した研修会や、相談員として利用者の幅広い相談への対応を行えるピア・サポーター（ピ

ア・スペシャリスト）を養成するための研修会の開催指針ではないことを留意されたい。 

 

第２ ピア・サポーター養成研修会の開催指針 

 

1 ピア・サポーター養成研修会の実施主体 

都道府県、当該都道府県内のがん診療連携拠点病院等や地域統括相談支援センター、がん

患者団体等の民間団体等が協力し実施すること。 

 

2 ピア・サポーター養成研修会を行う上で設置する者について 

次に掲げる者で構成される研修会実施担当者が、研修会の企画、運営、進行等を行うこと。 

 

①研修会主催責任者 １名以上 

※研修会を主催する責任者、修了書を発行する場合に主催者として記載される者 
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②研修会企画責任者 １名以上 

※企画、運営、講義、進行等を行う責任者 

③研修会協力者   ロールプレイの１グループ当たり１名以上 

※企画、運営、講義、進行等に協力する者 

※研修会を修了した者又はこれと同等以上の能力を有する者。医療従事者（多職種）、ピ

ア・サポート経験者で構成されることが望ましい。 

 

３ ピア・サポーター養成研修会の研修対象者 

自身もしくは家族としてがんを体験し、同じような病気を患う患者、家族に対してサポー

トを行おうとする者を対象とする。 

また、がん診療連携拠点病院等で実施されるピア・サポート活動や患者サロン活動等に携

わる医療従事者も受講、見学したり、研修会協力者として参加したりすることが望ましい。 

 

４ ピア・サポーター養成研修会の開催形式 

ピア・サポーター養成研修会は、講義形式、ワークショップ（参加者主体の体験型研修）

形式を組み合わせて実施すること。なお、状況に応じてオンライン上で実施することも可

能である。 

 

５ ピア・サポーター養成研修会の開催期間 

実質的な講習時間の合計は、2時間 10分以上であることが望ましい（→下記、標準プログ

ラムの一般的な時間配分を参照して計画すること）。分割して開催する場合には、研修内

容の一貫性に配慮すること。 

 

６ ピア・サポーター養成研修会のプログラム 

プログラムには、次の（ⅰ）に掲げる項目を必ず含むこととし、受講生の学習ニーズや地

域の実情に応じて、（ⅱ）（ⅲ）に掲げる項目を組み合わせるものとする。 

注）プログラム名は日本サイコオンコロジー学会で作成した標準プログラム、スライド

に準拠して記載。スライド内容は各地域の実情に応じて変更してかまわないが、その際

はオリジナルスライドであることが明確にわかるようにすること。 

 

（ⅰ）次に掲げる内容を必ず含むこと。 

(ア) ピア・サポートとは（ピア・サポーターの活動内容、形態の多様性を学ぶもの）

【30分】 

(イ) 相手を大切にすること、自分を大切にすること（バウンダリーについて学ぶもの）

【40分】 
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(ウ) ピア・サポーターの役割と活動指針（守秘義務や医療行為そのものに介入しない

ことなど、医療機関でピア・サポートを行う際に注意すべき点を学ぶもの）【60分】 

 

（ⅱ）次に掲げる内容を、なるべく取り入れること。 

(ア) 自分の体験を語る（自分の体験を言葉として振り返り、体験を整理しておくこと

の大切さを学ぶもの）【1人あたり 3分程度+振り返り 2分程度】 

(イ) ロールプレイ（実際に相談対応を経験するもの）【120分】 

(ウ) よりよいコミュニケーションのために（ピア・サポーターが身に着けておくべき

基本的コミュニケーションスキルを学ぶもの）【40分】 

(エ) がん診療の基本知識（ピア・サポート活動に際し、最低限知っておくべきがん医

療情報を学ぶもの）【50分】 

(オ) ピア・サポーターが知っておくとよい情報、情報提供の注意点(困った時に相談で

きる場所、詳しい情報や最新の情報をどこで手に入れ、どのように提供するかを学ぶも

の)【30分】 

 

（ⅲ）次に掲げる内容を、学習ニーズや地域の実情に応じて設定するものとする。 

(ア) グループファシリテーションのために（患者サロン（がんサロン）、サポートグル

ープ等の運営方法について学ぶもの）【40分】 

(イ) 行政・医療機関の役割について学ぼう（ピア・サポーターが活動する上での、行

政や医療機関の役割について学ぶもの）【40分】 

 

６ ピア・サポーター養成研修会の修了証書 

ピア・サポーターが医療機関で活躍しやすくするため、研修を修了したことを示す修了証

書を発行することが望ましい。 

 

７ その他 

(1) ピア・サポーター養成研修会開催マニュアルについて 

研修会のテーマやプログラム構成、各プログラムの学習目的や進め方については日本サ

イコオンコロジー学会で作成した「ピア・サポーター養成研修会開催マニュアル」を参

考にする。 

 

(2) 学習の継続 

養成研修だけでなく、継続的な研修(フォローアップ研修会等)を実施し、ピア・サポー

ターのスキルアップ、学習機会の確保、ピア・サポーターのストレスマネジメント促進

に努めること。 
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(ウ) ピア・サポーターの役割と活動指針（守秘義務や医療行為そのものに介入しない
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研修会のテーマやプログラム構成、各プログラムの学習目的や進め方については日本サ

イコオンコロジー学会で作成した「ピア・サポーター養成研修会開催マニュアル」を参

考にする。 

 

(2) 学習の継続 

養成研修だけでなく、継続的な研修(フォローアップ研修会等)を実施し、ピア・サポー

ターのスキルアップ、学習機会の確保、ピア・サポーターのストレスマネジメント促進

に努めること。 
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第３ ピア・サポーターが継続した活動を行うために 

研修会を修了したピア・サポーターが、がん診療連携拠点病院等で継続した活動を行うた

めには、都道府県（自治体）、都道府県内のがん診療連携拠点病院等(以下、拠点病院)、都

道府県がん対策推進協議会やがん診療連携協議会等の協議体等との連携が欠かせない。 

 

(1) 都道府県（自治体）の役割について 

都道府県（自治体）は、拠点病院等におけるピア・サポート活動を推進するために、ピ

ア・サポーターを養成するとともに、継続的な研修を行う教育体制や研修修了者を活用

するマネジメント体制を整備することが求められる。 

 

(2) 協議体と拠点病院の役割について 

都道府県（自治体）と都道府県がん対策推進協議会やがん診療連携協議会等の協議体は、

都道府県がん対策推進計画にピア・サポーターの養成・活用に関する計画を策定し、他

の拠点病院等は検討段階から主体的に参画する。具体的には、ピア・サポーターの活動

の場の設定、養成研修会の企画・開催、拠点病院等での活用計画の策定、登録制度・派

遣を含めた活用制度、定期的な更新制度の構築、継続的な研修(フォローアップ研修等)

の企画・開催に関する計画を立てることが求められる。 

 

(3) 各拠点病院等の役割について 

各拠点病院等は、ピア・サポート活動の意義を理解し、都道府県（自治体）や各拠点病

院等と協力して計画を立て、ピア・サポート活動の支援を行うことが求められる。具体

的には、施設内においてピア・サポート活動や患者サロン活動を推進する部署・担当者

を明確に定め、それらの活動計画を立案し、研修を修了したピア・サポーターや、十分

な経験を持つ患者団体等と連携し患者サロンの企画・運営を行うことなどが求められる。 
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